
y∂.424

iH･ぷ 6゛言。
ty

言百

-

郷
土
が
生
ん
だ
偉
人

　
－
生
誕
１
、
２
０
０
年
記
念
－

慈
覚
大
師
円
仁
展

　
町
歴
史
民
俗
資
料
館
で
は
、
慈
覚
大
師
の
生
誕
―
、
２
０
０
年

を
記
念
し
て
、
1
0
月
1
6
目
か
ら
Ｈ
月
2
0
日
ま
で
特
別
展
「
慈
覚
大

師
円
仁
展
」
を
企
画
い
た
し
ま
し
た
。
出
陳
さ
れ
る
宝
物
は
、
延

暦
寺
を
中
心
に
、
全
国
著
名
な
寺
院
な
ど
3
0
余
の
所
蔵
者
の
ご
協

力
に
よ
る
も
の
で
す
。

　
こ
の
機
会
に
ぜ
ひ
、
慈
覚
大
師
円
仁
の
偉
大
な
人
柄
や
業
績
を

ご
顕
彰
く
だ
さ
い
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
関
連
記
事
Ｐ
言
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老
人
保
健
制
度
は
、
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お
年
寄
り
の
疾

病
の
予
防
か
ら
治
療
、
機
能
訓
練
に
至

る
総
合
的
な
保
健
事
業
を
推
進
す
る
と

と
も
に
、
老
人
医
療
費
を
国
民
み
ん
な

で
公
平
に
負
担
す
る
こ
と
を
ね
ら
い
と

し
て
、
昭
和
5
8
年
２
月
に
施
行
さ
れ
ま

し
た
。
そ
の
後
、
数
回
に
わ
た
り
改
正

が
行
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
壬
生
町
で
も
老
人
保
健
制
度
に
基
づ

い
て
、
健
康
診
査
、
健
康
相
談
及
び
教

室
、
リ
ハ
ビ
リ
、
訪
問
指
導
な
ど
い
ろ

い
ろ
な
事
業
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　
今
回
は
、
そ
の
一
つ
で
あ
る
老
人
医

療
費
の
制
度
に
つ
い
て
ご
紹
介
し
ま

す
。

恕(必(に

老人保健制度

老
人
医
療
費
制
度

　
国
民
健
康
保
険
や
職
場
の
健
康
保
険

（
健
康
保
険
組
合
、
共
済
組
合
な
ど
）

に
加
入
し
て
い
る
人
が
、
7
0
膜
（
一
定

の
障
害
の
あ
る
人
は
6
5
震
）
に
な
る
と
、

老
人
保
健
で
お
医
者
さ
ん
に
か
か
る
こ

と
に
な
り
ま
す
。

　
こ
れ
は
、
加
入
し
て
い
る
健
康
保
険

　
医
療
費
の
し
く
み

　
例
え
ば
、
花
子
さ
ん
が
９
月
に
か
か

っ
た
お
医
者
さ
ん
の
医
療
費
は
、
表
①

一般の場合表①

受診日 医療費総額 窓口支払額

　　　３割

国民健康保険

負担額　７割

４　　日 6,800円 2,040円 4√760円

１６　日 5,800円 1√740円 4,060円

27　日 6,800円 2,040円 4,760円

計 19,400円 5,820円 13,580円

-

表②〔一般〕

を
抜
け
る
の
で
は
な
く
、
本
人
の
窓
口

で
支
払
う
全
額
を
軽
減
し
、
保
険
組
合

な
ど
の
ほ
か
、
国
・
県
・
町
も
医
療
費

を
負
担
す
る
こ
と
で
、
高
齢
者
に
安
心

し
て
治
療
を
受
け
て
い
た
だ
こ
う
と
す

る
も
の
で
す
。

の
通
り
で
し
た
。
健
康
保
険
の
負
担
割

合
は
、
保
険
者
や
資
格
に
よ
っ
て
違
い

花
子
さ
ん
に
つ
い
て
は
壬

健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
る

表③〔老人〕

も
の
と
仮
定
し
ま
す
。

　
こ
の
月
の
医
療
費
総
額
の
う
ち
、
本

人
負
担
分
５
、
８
２
０
円
（
３
割
）
を

窓
口
で
支
払
い
、
残
り
１
３
、
５
８
０

円
（
７
割
）
を
国
民
健
康
保
険
で
負
担

し
た
こ
と
に
な
り
ま
す
。
（
表
②
）

　
そ
れ
で
は
、
老
人
医
療
の
場
合
は
ど

う
で
し
ょ
う
か
。

　
本
人
は
、
月
初
め
の
４
日
に
１
、
０

０
０
円
を
窓
口
で
支
払
う
だ
け
で
ヽ
４
　
　
２

日
分
の
差
引
額
５
、
８
０
０
円
と
1
6
日

と
1
7
日
の
医
療
費
を
合
計
し
た
額
１

８
、
４
０
０
円
を
国
民
健
康
保
険
が
７

割
、
国
が
２
割
、
県
及
び
町
が
そ
れ
ぞ

れ
０
．
５
割
負
担
す
る
こ
と
に
な
り
ま

す
。
こ
れ
を
表
に
し
た
の
が
表
③
で
す
。

（
注
）
保
険
者
・
国
・
県
・
町
の
負
担
割

合
は
、
療
養
費
の
種
類
で
違
い
ま
す
。

入
院
時
の
食
事
の
一
部
負
担
に
つ
い
て

　
平
成
６
年
１
０
月
１
日
か
ら
入
院
時
の

食
事
に
要
す
る
費
用
の
う
ち
、
家
庭
で

も
要
し
て
い
る
程
度
の
食
事
の
額
を
一

部
負
担
金
と
し
て
医
療
機
関
へ
お
支
払

い
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
こ
れ
は
、
入
院
と
在
宅
等
の
負
担
の

公
平
化
を
図
り
、
ま
た
そ
の
財
源
で
、

付
添
看
護
な
ど
の
重
い
負
担
を
解
消
す

る
も
の
で
す
。

　
こ
の
制
度
の
導
入
に
併
せ
て
、
診
療

　
報
酬
の
改
定
が
行
わ
れ
、

①
メ
ニ
ュ
ー
の
多
様
化
、
配
膳
時
間
の

　
改
善
な
ど
良
質
な
食
事
の
提
供

②
栄
養
士
に
よ
る
栄
養
管
理
や
ベ
ッ
ト

　
サ
イ
ド
で
の
栄
養
指
導

③
食
堂
に
お
け
る
食
事
の
提
供
な
ど
食

　
事
環
境
の
整
備

な
ど
に
っ
い
て
、
食
事
の
改
善
を
促
進

す
る
予
定
で
す
。

【
入
院
時
食
事
療
養
費
】
の
負
担
額

・
一
　
　
般
　
　
　
Ｉ
目
　
６
０
０
円

　
　
　
）

・
市
町
村
民
税
非
課
税
世
帯
等

　
３
ヵ
月
目
ま
で
　
１
日
　
４
５
０
円

　
４
ヵ
月
目
以
降
　
１
日
　
３
０
０
円

・
市
町
村
民
税
非
課
税
世
帯
で

　
　
老
齢
福
祉
年
金
の
受
給
者
の
方

　
　
　
　
　
　
　
　
１
‐
ふ
日
　
２
０
０
円

《例》30日入院するとｰ-

21,000円〔700円×30日

一　部　負　担

老人700円/日

診　療　等

(療養の給付)

食給

（改正後）　39,000円レフ00円十600円）×30田

診　療　等　（療養の給付）　　　　　jげ言諮

食事の提供（入院時食事療養費）　jo‰?]
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